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告 示 

 

滋賀県告示第293号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定に基づき、滋賀県立美術館ショップでの販売代金の徴

収事務を次のとおり委託した。 

令和８年６月23日 

滋賀県知事  三 日 月  大  造 

１ 当該委託を受けた者（以下「指定公金事務取扱者」という。）の名称 湖の国のかたち 代表 市田恭子 

２ 指定公金事務取扱者の住所または事務所の所在地 東近江市五個荘山本町524－20 

３ 指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等または歳出の種類 滋賀県立美術館ショップでの販売代金 

４ 指定公金事務取扱者の指定をした日 令和８年４月１日 

５ 指定公金事務取扱者に当該委託をした日 令和８年４月１日 

 

滋賀県告示第294号 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の指定障害児通所支援事業者として、次の者を指定した。 

令和８年６月23日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

 

事 業 所 

の 名 称 

事業所の 

所 在 地 
名  称 

主たる事務所 

の 所 在 地 

指定障害児通所 

支 援 の 種 類 
指定年月日 事業所番号 

児童発達支 

援ハグ・ハ 

グ長浜南 

長浜市田村町 

861番地１竹中 

テナントビル 

103号 

合同会社ガー 

ドストーン 

彦根市長曽根 

南町548番地ア 

シストビル２ 

階 

児童発達支援 令和８.４.１ 2550300343 

ほしのふる 

舎 

米原市村居田 

650番地 

一般社団法人 

ＯＯＫＩＮＡ 

ＫＩ 

長浜市常喜町 

626番地 

放課後等デイサー 

ビス 
令和８.４.１ 2552400083 

ほっぷひだ 

まり 

米原市下多良 

一丁目150番地 

社会福祉法人 

ひだまり 

米原市本郷603 

番地１ 

放課後等デイサー 

ビス 
令和８.４.１ 2552400091 
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放課後等デ 

イサービス 

学びの森 

高島市今津町 

住吉２－11－ 

３ 

合同会社エル 

ブイアール 

高島市新旭町 

熊野本一丁目 

９番地９ 

放課後等デイサー 

ビス 
令和８.７.１ 2552200137 

 

滋賀県告示第295号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の指定障害福

祉サービス事業者として、次の者を指定した。 

令和８年６月23日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

 

事 業 所 

の 名 称 

事業所の 

所 在 地 
名    称 

主たる事務所 

の 所 在 地 

指定障害福祉 

サービスの種類 
指定年月日 事業所番号 

相談支援事 

業所「コト 

ノハ」 

蒲生郡竜王町 

駕輿丁118番地 

特定非営利活 

動法人竜王子 

育てネット 

ワーク 

蒲生郡竜王町 

綾戸275番地 
自立生活援助 令和８.４.１ 2511500254 

  

滋賀県告示第296号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第51条の14第１項の指定一

般相談支援事業者として、次の者を指定した。 

令和８年６月23日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

 

事 業 所 

の 名 称 

事業所の 

所 在 地 
名    称 

主たる事務所 

の 所 在 地 

指定地域相談 

支援の種類 
指定年月日 事業所番号 

相談支援事 

業所「コト 

ノハ」 

蒲生郡竜王町 

駕輿丁118番地 

特定非営利活 

動法人竜王子 

育てネット 

ワーク 

蒲生郡竜王町 

綾戸275番地 

地域移行支援 

地域定着支援 
令和８.４.１ 2531500045 

 

公 告 

 

県営土地改良事業工事完了公告 

次の地区の県営土地改良事業の工事は、完了した。 

令和８年６月23日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

 

地区および事業の名称 工事完了年月日 

県営芹川承水路地区土地改良事業（農山漁村地域整備 

交付金） 
令和４年５月10日 

県営芹川地区土地改良事業（ため池等整備事業） 令和５年２月16日 
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